
十
一
月
二
十
日
安
倍
晉
三
首
相
在
任
期
間
延
べ
二
千
八
百
八
十
七
日
を
算
へ
、
憲
政
史
上
最
長
を
記
録
す
と
云
々
。

平
成
十
八
年

發
足
の
第
一
次
内
閣
は
、「
美
し
き
日
本
」
を
標
榜
し
て
發
足
す
る
も
、「
文
化
は
美
的
形
式
を
世
代
を
通

2006

じ
て
繼
承
す
」
と
の
通
念
を
禁
ず
る
戰
後
思
潮
の
故
に
か
大
方
の
贊
同
得
ら
れ
ず
、
又
首
相
個
人
の
健
康
上
の
問
題
も
あ

り
翌
年
總
辭
職
を
餘
儀
な
く
せ
ら
る
。
其
の
中
に
て
唯
一
と
も
言
ふ
べ
き
教
育
改
革
は
關
係
者
の
熱
意
と
努
力
に
よ
り
、

同
年
教
育
基
本
法
の
改
正
を
實
現
す
。
こ
の
改
正
の
最
大
の
成
果
は
同
法
の
立
法
の
精
神
を
記
述
す
る
「
前
文
」
に
於
て
、

二
十
世
紀
を
席
捲
せ
る
地
球
一
極
主
義
的
思
想
を
露
骨
に
絶
對
化
せ
る
昭
和
二
十
二
年

制
定
の
舊
法
を
文
化
傳
承
の

グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム

1947

本
義
に
正
面
よ
り
向
は
せ
た
り
（
末
尾
法
律
前
文
傍
線
部
參
照
）。
然
る
に
そ
の
後
政
權
交
替
な
ど
も
あ
り
て
、
具
體
的

進
展
を
見
る
能
は
ざ
る
の
間
に
、
「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
へ
の
對
應
」
と
稱
し
て
小
學
校
に
於
け
る
英
語
必
修
、
大
學
授
業
の

英
語
化
を
視
野
に
綜
合
入
試
英
語
に
音
聲
理
解
度
の
檢
定
實
施
（
一
時
延
期
中
）
な
ど
、
當
に
前
世
紀
の
思
想
そ
の
儘
の

教
育
施
策
著
々
と
進
め
ら
れ
を
り
。
特
に
憂
慮
す
べ
き
は
幼
少
年
に
對
す
る
家
庭
教
育
の
衰
頽
に
し
て
、
躾
と
稱
す
る

家
庭
内
暴
力
の
殘
忍
性
に
法
規
制
の
已
む
な
き
に
至
る
。
人
類
は
永
き
に
亙
り
、
夫
々
の
地
域
社
會
に
於
て
親
よ
り
受

け
た
る
躾
、
技
能
、
教
訓
を
我
が
子
に
傳
へ
來
る
を
、
我
が
國
に
て
は
法
律
に
定
む
る
躾
を
法
律
に
基
く
方
法
に
て
行
は

む
と
す
。
こ
れ
文
化
に
あ
ら
ず
。
お
仕
著
せ
に
過
ぎ
ざ
る
、
其
の
淵
源
を
温
ぬ
る
に
、
戰
後
「
子
供
に
は
無
限
の
可
能
性

あ
り
、
徒
ら
に
親
の
教
育
を
強
制
す
べ
か
ら
ず
」
に
至
る
。
茲
に
「
可
能
性
」
へ
の
誤
解
故
意
に
植
ゑ
附
け
ら
る
。
言
ふ

所
の
「
可
能
性
無
限
」
と
は
、
放
置
せ
ば
人
格
形
成
に
後
れ
を
生
じ
延
い
て
社
會
生
活
不
適
と
な
ら
む
を
さ
へ
意
味
す
れ

ば
、
こ
れ
を
防
ぐ
要
あ
り
と
解
す
べ
き
に
、
放
置
に
據
り
て
こ
そ
、
大
政
治
家
や
大
學
者
、
名
作
家
に
も
名
俳
優
に
も
、

何
に
て
も
な
り
得
れ
と
樂
觀
す
。
こ
の
誤
解
に
世
の
親
、
子
へ
の
教
育
を
抛
棄
し
て
、
「
無
限
の
可
能
性
」
に
よ
る
幸
福

を
願
ふ
も
詮
な
し
。
慌
て
て
教
育
せ
む
と
す
る
も
子
の
反
抗
に
遭
ふ
、
是
實
情
に
あ
ら
ず
や
。
教
育
の
再
生
は
、
法
律
に

よ
る
指
導
に
あ
ら
ず
、
各
家
庭
傳
統
の
感
性
に
よ
る
教
育
の
復
活
よ
り
始
む
べ
し
。

◎

教
育
基
本
法
前
文
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
２
５
號
）
改
正
前

わ
れ
ら
は
、
さ
き
に
、
日
本
國
憲
法
を
確
定
し
、
民
主
的
で
文
化
的
な
國
家
を
建
設
し
て
、
世
界
の
平
和
と
人
類
の

福
祉
に
貢
獻
し
よ
う
と
す
る
決
意
を
示
し
た
。
こ
の
理
想
の
實
現
は
、
根
本
に
お
い
て
教
育
の
力
に
ま
つ
べ
き
も

の
で
あ
る
。

わ
れ
ら
は
、
個
人
の
尊
嚴
を
重
ん
じ
、
眞
理
と
平
和
を
希
求
す
る
人
間
の
育
成
を
期
す
る
と
と
も
に
、
普
遍
的
に
し

て
し
か
も
個
性
ゆ
た
か
な
文
化
の
創
造
を
め
ざ
す
教
育
を
普
及
徹
底
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
こ
に
、
日
本
國
憲
法
の
精
神
に
則
り
、
教
育
の
目
的
を
明
示
し
て
、
新
し
い
日
本
の
教
育
の
基
本
を
確
立
す
る
た

め
、
こ
の
法
律
を
制
定
す
る
。

◎

教
育
基
本
法
前
文
（
平
成
十
八
年
法
律
第
１
２
０
號
）
改
正
後

我
々
日
本
國
民
は
、
た
ゆ
ま
ぬ
努
力
に
よ
つ
て
築
い
て
き
た
民
主
的
で
文
化
的
な
國
家
を
更
に
發
展
さ
せ
る
と
と

も
に
、
世
界
の
平
和
と
人
類
の
福
祉
の
向
上
に
貢
獻
す
る
こ
と
を
願
ふ
も
の
で
あ
る
。
我
々
は
、
こ
の
理
想
を
實
現

す
る
た
め
、
個
人
の
尊
嚴
を
重
ん
じ
、
眞
理
と
正
義
を
希
求
し
、
公
共
の
精
神
を
尊
び
、
豐
か
な
人
間
性
と
創
造
性

を
備
へ
た
人
間
の
育
成
を
期
す
る
と
と
も
に
、
傳
統
を
繼
承
し
、
新
し
い
文
化
の
創
造
を
目
指
す
教
育
を
推
進
す
る
。

こ
こ
に
、
我
々
は
、
日
本
國
憲
法
の
精
神
に
の
つ
と
り
、
我
が
國
の
未
來
を
切
り
拓
く
教
育
の
基
本
を
確
立
し
そ
の

振
興
を
圖
る
た
め
、
こ
の
法
律
を
制
定
す
る
。

（
法
律
口
語
文
の
表
記
は
地
の
文
に
統
一
）

（
令
和
元
年
十
二
月
十
六
日
受
附
）一

教
育
再
生

市
川

浩

い
ち
か
は

ひ
ろ
し


